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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年５月 12 日開催の取締役会において、平成 23 年６月 24 日開催予定の第

85 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

① インターネットの普及を踏まえ、株主の皆様の利便性の向上並びに公告手続きの合理化

を図るため、現行定款第５条に規定する公告方法を東京都において発行される日本経済

新聞への掲載から電子公告に変更するものであります。また、やむを得ない事由により

電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります。 

② 経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化、業務執行機能の向上に向けた経営体制の見

直しにより、健全性、透明性を確保し長期的な企業価値の向上を図るべく、平成 23 年４

月に執行役員制度を導入いたしました。これとともに、取締役員数の少数化、取締役任

期の短縮、社外取締役の選任を行うこととし、現行定款第 20 条に規定する取締役の員数

を 20 名以内から 10 名以内に変更するほか、現行定款第 22 条に規定する取締役の任期

を２年から１年に変更し、任期調整の規定を削除するものであります。 

③ 社外取締役、社外監査役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、また、その

職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役、社外監査役

との間に責任限定契約を締結することを可能とする規定を第 28 条及び第 36 条に新設す

るものであります。 

なお、第 28 条の規定の新設に関しては、各監査役の同意を得ております。 

④ その他、上記変更に伴う条数の変更並びに文言の追加など、所要の変更を行うものであ

ります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。        

 

 



（下線部は変更部分を示しております。） 

現  行  定  款 変  更  案 

第１章 総 則 第１章 総 則 

（公告の方法） 

第５条 当会社の公告方法は、東京都において発行

する日本経済新聞に掲載して行う。 

 

（公告の方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただ

し事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、

日本経済新聞に掲載して行う。 

 

第４章 取締役及び取締役会 

（員 数） 

第 20 条 取締役は、２０名以内とする。 

 

（任 期） 

第 22 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。但し、

増員または補欠として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了する時ま

でとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第 28 条～第 34 条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第６章 計 算 

 

第 35 条～第 38 条 （条文省略） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

（員 数） 

第 20 条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

 

（任 期） 

第 22 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

 

 

 

 

 

（社外取締役との責任限定契約） 

第 28 条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外取締役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。但し、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第 29 条～第 35 条 （現行どおり） 

 

（社外監査役との責任限定契約） 

第 36 条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。但し、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第６章 計 算 

 

第 37 条～第 40 条 （現行どおり） 

 

 

以上 


